
  

 
 
 
 
 

ひとり親家庭のための 

 

応援ハンドブック 

 
    秋 田 市     



  

 このハンドブックは、ひとり親家庭のかた、ひとりでの出産や子育てを迎える方に、 
様々な支援サービスや制度をお伝えすることを目的にしています。 

 

ひとり親家庭とは  

次のいずれかに該当する方が、20 歳未満の子どもを扶養している家庭 
・ 配偶者と離婚した方 
・ 配偶者が死亡した方  
・ 配偶者の生死が不明な方  
・ 配偶者が心身の障がいより働けない方 
・ 配偶者が外国にいるか、拘禁されているため、その扶養が受けられない方 
・ 配偶者から遺棄されている方 
・ 婚姻によらないで母（父）となった方 

 

寡婦（かふ）とは  

かつて母子家庭の母であった方で、子どもが成人したのち、なお配偶者のいない状態
である方 
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１ 身近な相談窓口                        
 

 ● 秋田市子ども未来センター 

◆ 子ども家庭相談（018－887－5339） 

  乳幼児から 17 歳までのお子さんとそのご家庭が対象です。 
  育て方やしつけ、お子さんの性格や問題行動などについて、専門の相談員が相談に応じます。 
  電話相談のほか、面接相談にも応じています。(面接相談：要予約) 
  受付時間 日曜・年末年始を除く 午前９時～午後６時 

◆ 女性の悩み相談（018－887－5698） 

男女間のトラブルや人間関係の悩み、家庭のいざこざなどについて、女性相談員が相談に  

 応じます。電話相談のほか、面接相談にも応じています。(面接相談：要予約) 
  受付時間 日曜・年末年始を除く 午前９時～午後６時 

◆ ヤングケアラー相談（018－887－5655） 

  ヤングケアラー一人ひとりを必要な支援に結びつけたり、その子の心の内を聴いたり、周 

 囲の心配な気持ちを共有したり、私たちがお手伝いをします。  
  受付時間 平日 午前９時～午後５時 

 

 

 ● わかくさ相談電話（少年指導センター） 

  青少年に関わる様々な悩みや心配事に専任の相談員が応じます。 
  面接相談も行っています。 
 電話番号 018－884－3868 子ども未来センター内 
 受付時間 土曜、日曜、祝祭日および年末年始を除く 
              月曜日   午前１０時～正午 午後１時～４時 
              火～金曜日 午前 ９時～正午 午後１時～４時 

 

 

 ● 利用者支援相談員（子育てナビゲーター） 

  子育てをしているご家庭が必要なサービスを選択して利用できるよう、情報提供 
 や必要に応じてサービスの手続までをサポートします。 
 
 電話番号 018－887－5340 子ども未来センター内 
受付時間 土曜、日曜、祝祭日および年末年始を除く 午前９時～午後５時 

 

 

 ● 母子・父子自立支援員 

  ひとり親家庭のお父さん、お母さんが安定した生活ができるように、暮らしや住 
 まい、仕事のこと等、生活全般にわたって相談に応じます。 
 
 電話番号 018－888－5690 子ども総務課内（２階 46 番窓口） 
 受付時間 土曜、日曜、祝祭日および年末年始を除く 午前９時～午後５時１５分 
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● 民生委員・児童委員、主任児童委員 

 
   みなさんの身近な地域で、くらしやお子さんについての相談相手になってもら 
  える方々です。相談内容や個人の秘密は守秘義務により守られますので、お気軽 
  にご相談ください。 
  各地区の担当委員については、お問い合わせください。 
◆ 問い合わせ先 
  福祉総務課 地域福祉推進室 （２階 42 番窓口） 018－888－5661 
 
 
 
 

 

● 自立相談支援事業 

 
   働きたくても働けない、住む所がないなど、生活全般にわたる困りごとの相談窓  
  口を設置しています。 
   生活の困りごとや不安を抱えている場合、支援員が相談を受け、どのような支援 
  が必要かをあなたと一緒に考え、具体的な支援プランを作成し、寄り添いながら自  
  立に向けた支援を行います。 
 
１ 住居確保給付金支給事業 
   離職などによって住宅を失った方や失うおそれのある方には、就職に向けた活動 
  をすることなどを条件に、一定期間、家賃相当額を支給します。 
   生活の土台となる住居を整えた上で、就職に向けた支援を行います。 
   詳しくは、６ページをご覧ください。 
 
２ 子どもの学習・生活支援事業 
   就学援助、生活保護の各受給世帯の中学３年生に対して、高校進学に向け、学習 
  能力を高めるための支援を行います。 
 
３ 家計改善支援事業 
   家計に関する問題の相談に応じ、情報提供や助言を行うことによって、家計収支 
  の改善、家計管理能力の向上を図り、自立した生活の定着を支援します。 
 
４ 就労準備支援事業 
   就労に向け準備が必要な方を対象として、一般就労に必要な基礎能力の習得に向 
  けた支援を行います。 
 
◆ 問い合わせ先 
  福祉総務課 生活支援担当 （１階 39 番窓口） 018－888－5659 
                土曜、日曜、祝祭日および年末年始を除く 

 

 

ひとりで悩まず 
ご相談ください 
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２ 生活のための経済的な支援                  
 

 福祉医療制度  
 
 ひとり親家庭等のお子さんが、医療保険により医療機関で診療を受けた場合、医療費 
の自己負担分を助成します。 
 
◆ 対象者  
  ・18 歳に達する日以後の最初の 3 月 31 日までのひとり親家庭の児童 
   父母のいない児童、重度の身体障害者手帳をお持ちの父又は母がいる児童を含む 
 
◆ 要件 
  ・所得制限があります 
  ・対象児童が社会保険の本人（注）の場合は該当しません 
    （注）「社会保険の本人」とは「国民健康保険および国民健康保険組合以外の健康

保険に加入している被保険者」のかた 
  ・児童または児童の母（父）が婚姻（事実婚を含む）した場合は対象外です 
  
◆ 必要書類  
  ・お子さんの名前が記載された健康保険証の写し  
  ・申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)の写し 
  ・戸籍の全部事項証明書又は児童扶養手当証書の写し 
  ・父又は母が重度の身体障害者手帳を持っている児童の場合は、その身体障害者手帳 
  （注）世帯状況によっては、上記以外の書類が必要になる場合があります 
   
 
◆ 申請窓口 
   

 
対応窓口 

 

 
受付時間 

 
子ども総務課（市庁舎２階 47 番窓口） 
西部市民サービスセンター 

 北部市民サービスセンター 
 南部市民サービスセンター（別館除く） 
 河辺市民サービスセンター 
 雄和市民サービスセンター 
 

 
 

 
平日 

 

 

 
 

 
8:30 ～ 17:15 

 

 

 
 駅東サービスセンター （アルヴェ１階） 

 

 
平日 

 

  
9:00 ～ 17:15 

 

 

◆ 問い合わせ先 
  子ども総務課 子ども福祉医療担当（２階 47 番窓口） 018－888－5691 
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 児童扶養手当  
  
 18 歳に達する日以降の最初の 3 月 31 日までの間にある児童（中度以上の障がいを有 
する場合は 20 歳未満）を養育しているひとり親家庭の父母または養育者（祖父母など） 
に支給される手当です。 
 
◆ 対象者  
  次のいずれかの児童を扶養しているひとり親家庭の父母、または養育者に支給します。 
・父母が離婚した児童          ・父又は母が１年以上拘禁されている児童 
・父又は母が死亡又は生死不明である児童 ・父又は母から１年以上遺棄されている児童 
・父又は母が重度の障がいを有する児童 
・父又は母が裁判所からＤＶ保護命令を受けた児童・婚姻によらないで生まれた児童 
 ※ 申請者が婚姻、または事実上の婚姻関係にある場合や児童が里子や児童福祉施設等に入所している場合は 
   対象になりません。 
 
 公的年金給付等を受給している方は、その月額が児童扶養手当の額よりも低い場合に、
その差額分の手当を受給できます。 
  
◆ 手当額  
・児童１人のとき…………月額 44,140 円（令和５年４月分から） 
・児童２人のとき…………月額 54,560 円（令和５年４月分から） 
・児童３人以上のとき……３人目以降は１人につき 6,250 円を加算 
 ※受給資格が認定されると、請求した日の属する月の翌月分から手当が支給されます。 
 
◆ 支払月 奇数月  
  ※ 受給資格者や同居している扶養義務者の前年分の所得が限度額を超えている場合は、手当の一部または 
    全部が支給されません。 
 
◆ 必要書類  
１ 戸籍の全部事項証明書（戸籍謄本） 
   ※申請者と児童が同じ戸籍の場合 
    ・戸籍の全部事項証明書（戸籍謄本）（取得後１か月以内のもの） 
     離婚月日がない場合は、父又は母の１つ前の戸籍も必要です。 
   ※申請者と児童が同じ戸籍でない場合 
      ・申請者の戸籍謄本（取得後１か月以内のもの） 
    ・児童の戸籍謄本 （取得後１か月以内のもの） 
２ 年金手帳（住所、氏名など変更後のもの）   
３ 口座番号確認書類（申請者本人の口座番号が確認できるもの） 
４ 健康保険証（申請者と児童のもの） 
５ 申請者と児童、同居している扶養義務者のマイナンバーが確認できる書類、本人確 
 認書類 
 ※請求者の事情や状況に応じて、上記以外の書類の提出を求める場合があります。 
 ※偽りの申告など不正な手段で手当を受給した場合、返還を求めるほか、罰則規定が適用される場合があります。 
 
◆ 問い合わせ先 
  子ども総務課 給付・支援担当（２階 46 番窓口） 018－888－5690 
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 児童手当  
 
 15 歳に達する日以後の最初の 3 月 31 日までの間にある児童（中学校修了前）を養育 
しているかたに支給されます。（所得制限および所得上限あり） 
 公務員のかたは勤務先へ申請してください。 
 
◆ 支払月 年３回（６月・10 月・２月） 
 
◆ 手当額 

 
支給対象児童 

 

 

 
所得制限未満の方 
（児童手当） 

 

 
所得制限限度額以上 

所得上限限度額未満の方 
（特例給付） 

 
所得上限 
限度額 

以上の方 

３歳未満  15,000 円   
 

 
          5,000 円  

 

 

 
 

支給 

されません 

 

 

 

 
３歳～ 

小学生 

 

 
第１子・第２子 
第３子以降 
   

 
10,000 円  
15,000 円  

中学生 10,000 円  

・第１子、第２子は、18 歳に達する日以後の最初の 3 月 31 日までの児童の中で数えます。  
例：19 歳、16 歳、11 歳の児童がいる場合、11 歳の児童は第２子となります。 

   ※児童のきょうだいの中に施設入所している児童がいる場合は、その児童を除いて数えます。 
 
◆ 問い合わせ先 子ども総務課 給付・支援担当（２階 46 番窓口） 018－888－5689 
 

 秋田県災害遺児愛護基金  
 
 次に該当する中学生までの児童を養育しているかたに、援護給付金を給付します。 
 
◆ 対象者  
    ・交通、労働又は自然災害により父又は母を亡くした児童 
  ・交通、労働又は自然災害により重度の障害者となった父又は母をもつ児童 
 
◆ 給付種類と金額 
 

給付金の種類 金額 内容 
    見舞金     100,000 円 災害で遺児になったとき 

入学祝金 

 

50,000 円 

 

遺児が小学校・中学校（特別支援学校含む） 
に入学したとき 

    激励金     年 30,000 円 － 
   卒業祝金    50,000 円 遺児が義務教育を修了したとき 

 
◆ 問い合わせ先 
  秋田県社会福祉協議会 災害遺児愛護基金事業担当 018－864－2712 
  子ども総務課 給付・支援担当（２階 46 番窓口） 018－888－5690 
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 住居確保給付金   
 
 家賃の支払いが困難になり、住居を喪失又は喪失のおそれがある場合に支給されます。 
 
◆ 対象者  
  就労意欲と稼働能力があり、離職後２年以内又はやむを得ない休業等により、収入 
 を得る機会が減少したかた 
 
◆ 支給額および支給期間 
  月額の上限額 38,000 円（２人世帯の場合） 
  原則３か月間、最長９か月間の給付金（家賃相当分）を支給するとともに就労機会 
 の確保に向けた支援を行っていきます。 
 
◆ 問い合わせ先 
  福祉総務課 生活支援担当 （１階 39 番窓口） 018－888－5659 
 

 母子・父子・寡婦福祉資金貸付金  
 
 ひとり親家庭および寡婦の経済的自立と生活の安定、児童福祉の向上を目的とした制 
度です。貸付金種類の詳細については 20～21 ページをご覧ください。 
 
◆ 償還方法と連帯保証人 
  ・年賦、半年賦又は月賦による元利均等償還 
  ・連帯保証人は、原則として秋田市在住で保証能力がある 65 才未満の借受人の親族 
 
◆ 他資金との併用 
  修学資金は、日本学生支援機構奨学金、秋田県育英会奨学金、生活福祉資金（修学 
 資金）等との併用不可です。 
  ※貸付けの希望に添えない場合もありますのでご了承ください。 
  ※税金や返済金の滞納や多額の負債がある場合、貸し付けはできません。 
 
◆ 問い合わせ先 
  子ども総務課 給付・支援担当（２階 46 番窓口） 018－888－5690 
 

 秋田市社会福祉協議会の貸付金  
           
１ 生活福祉資金 
  低所得世帯、障がい者世帯、高齢者世帯などを対象に、総合支援資金、福祉資金、 
 教育支援資金、不動産担保型生活資金などの資金の貸付窓口業務をしています。 
  所得制限があるほか、連帯保証人が必要な場合もあります。 
 
２ 市民小口資金 
  市内在住６か月以上の生計を営む成年者で、一時的な出費等により生活が困難になっ
た低所得者に対して、６万円までの貸付けをします。ただし、連帯保証人が必要です。 

 
◆ 問い合わせ先 
  秋田市社会福祉協議会 018－838－6477 
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 ＪＲ通勤定期の割引  
 
 ＪＲの通勤定期乗車券を３割引で購入できます。※他の制度（学割等）との併用はできません。 
 
◆ 対象 
  児童扶養手当の受給者およびその方と同一世帯のかた 
 
◆ 必要書類 
  ・児童扶養手当証書   
  ・定期券を購入するかたの写真（縦 4 ㎝×横 3 ㎝ 正面上半身 最近６か月以内） 
 
◆ 手続き 
  １ 子ども総務課窓口で「資格証明書（写真付・有効期間１年間）」と「購入証明 
   書（有効期間・６か月間）」を申請し、証明書の交付を受ける。 
  ２ 受け取った書類をＪＲの窓口に提出し、定期券を購入する。 
 
◆ 問い合わせ先 
  子ども総務課 給付・支援担当（２階 46 番窓口） 018－888－5690 
 
 

 助産制度  
 
 保健上、入院分娩の必要があるにもかかわらず、経済的な理由で入院・出産すること 
が困難である妊産婦のかたを援助します。 
 指定病院での出産となりますので、お早めにご相談ください。 
   
◆ 対象者 
  ・生活保護世帯 
  ・市民税非課税世帯（４月～６月は前年度分、７月～３月は当該年度分） 
 
◆ 対象施設 
 

施設名 住所 電話番号 
秋田赤十字病院 上北手猿田字苗代沢 222-1 018-829-5000 
中通総合病院 南通みその町 3-15 018-833-1122 
市立秋田総合病院 川元松丘町 4-30 018-823-4171 
秋田厚生医療センター 飯島西袋一丁目 1-1 018-880-3000 

 

◆ 問い合わせ先 
  子ども総務課 給付・支援担当（２階 46 番窓口） 018－888－5690  
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 市県民税・所得税の控除  
 
 ひとり親家庭のお父さん・お母さんは、所得税および住民税（市民税・県民税）につ 
いて、確定申告、市民税・県民税申告および年末調整により以下の控除を受けられる場合
があります。 

 

 
種類 

 

 

 
控除要件 

 

 
控除額 

 
所得税 

 
住民税 

 
 
ひとり
親控除 

 

 

 婚姻歴や性別に関わらず、生計を一にする子（合計
所得金額 48 万円以下）がいるひとり親のかた 

 

 

     
35 万円 
     
     

 

     
30 万円 
     
     

 

 
寡婦 
控除 

 

 

 

 以下の(1)、または(２)に該当するかた 
 
(1)夫と死別された後再婚していないかた 
(2)夫と離別された後再婚していないかたで、扶養親 
族(合計所得 48 万円以下)がいるかた 

 

 
 
 
 
27 万円 

 

 
 
 
 
26 万円 

 

 
 ひとり親控除と寡婦控除の共通事項 
・上の控除要件のいずれかに、その年(住民税は課税年度の前年)の 12/31 時点で 
 該当していること 
・本人の合計所得金額が 500 万円以下であること 
・事実婚(住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載があるかた)は対象外 
・どちらかに該当し、合計所得金額が 135 万円以下のかたは住民税(市民税・ 
 県民税)が非課税 

 

  
◆ 問い合わせ先 
  市民税課 個人市民税担当（２階 51 番窓口） 018－888－5476 
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３ 教育のための経済的な支援                     
 

 保育料の軽減  
 
 保育料は保護者の市町村民税所得割額の合算で算定します。 
 ひとり親家庭となった世帯は、保育料が変更となる場合があります。 
 詳しくはご相談ください。 
 
◆ 問い合わせ先 
  子ども育成課 入所担当   （２階 48 番窓口） 018－888－5692 
 
 

 小・中学生の就学援助  
 
 小・中学生を養育している保護者で、経済的な理由でお困りのかたに、学習に必要な 
費用の一部（給食費、学用品費、修学旅行費等）を援助します。 
 ※所得制限あり 
 

 

   来年度に小学１年生になるお子さんがいる場合は、入学準備の費用として、 
  新入学児童生徒学用品費を入学前に援助します。 
   入学前支給の申請書は就学時健康診断の際に配布します。 

 

 
◆ 問い合わせ先 
  通学先の各小中学校 
  教育委員会 学事課 学事担当（市庁舎５階） 018－888－5806 
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【高校・大学等進学のための経済的支援】 
 

 高等学校等就学支援金  
 
１ 公立高等学校 
  公立高等学校の授業料については、原則有償ですが所得制限未満の世帯には就学支  
援金（授業料相当額の支援）制度があります。 

  就学支援金対象世帯の生徒の授業料は、実質無償となります。 
 
◆ 問い合わせ先 
  通学している高等学校 または 
  秋田県教育庁 高校教育課 018－860－5161 
 
２ 私立高等学校 
  私立高等学校の授業料については、一定の課税額未満の世帯の生徒に対し、授業料 
 に充てる費用として就学支援金を学校に支払い、家庭の教育費負担を軽減します。 
  このほか、授業料・入学料について、県独自の軽減補助制度があります。 
 
◆ 問い合わせ先 
  通学している高等学校 または 
  秋田県教育庁 総務課 018－860－5111 
 
 

 高校生等奨学給付金  
 
 低所得世帯の高校生等の授業料以外の教育費（教科書、教材費、学用品費、通学用品 
費などの費用）の負担を軽減します。 
 この給付金は返還の必要がありません。 
 ※所得制限やそのほかの要件があります。 
 
◆ 給付額 
                                                              R5.4.1 現在 

世帯状況 

 
 

 

給付額（年額） 
 国公立 私 立 

生活保護受給世帯 全日制等・通信制 32,300 円 52,600 円 
 
道府県民税所得割額 
および市町村民税所 
得割額非課税世帯  

 

全日制等（第１子） 117,100 円 137,600 円 
全日制等（第２子以降） 
※15 歳以上 23 歳未満の兄弟姉妹がいる場合 

143,700 円 152,000 円 

通信制 
高等学校専攻科 

50,500 円 52,100 円 

 
◆ 問い合わせ先 
  国公立高等学校等  秋田県教育庁 高校教育課  018－860－5161 
  私立高等学校    秋田県教育庁 総務課    018－860－5111 
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 日本学生支援機構奨学金  
 
１ 貸与型奨学金 
  ・対象 
   国内の大学院・大学・短期大学、高等専門学校、専修学校（専門課程）に在学す 
   る学生・生徒等 
  ・貸与額 
   第一種（無利子）と第二種（有利子）があり、種別により異なります。 
 
２ 高等教育の修学支援新制度 
   支援の対象校となっている大学、短期大学、専門学校、高等専門学校の学生で、 
  要件を満たす方は、給付型奨学金、授業料・入学金の免除や減額が受けられます。 
   ・対象者の要件 
    ①住民税非課税世帯およびそれに準ずる世帯の学生。 
    ②学ぶ意欲があること。 
    ※この他にも要件があります。また、世帯収入等によって支援額が異なります。 
  
◆ 問い合わせ先 
  在学している学校  
 

 秋田県育英会  
   
  無利子の奨学金制度です。 
  高校、大学等に入学し経済的理由で就学が困難な場合に学資を貸与します。 
 
◆ 奨学金の種類 
  ①大 学 月 額 奨 学 金：大学在学中に貸与する奨学金 
  ②大 学 入 学 一 時 金：大学合格時に貸与する奨学金 
  ③専修学校月額奨学金：専修学校在学中に貸与する奨学金 
  ④専修学校入学一時金：専修学校合格時に貸与する奨学金 
  ⑤多子世帯向け奨学金：子ども３人以上の世帯の大学生、短大生について 
             在学中に貸与する奨学金 
  ⑥高等学校等奨学金：高校在学中に貸与する奨学金 
 
◆ 申込み先 
  上記①～⑤の奨学金 秋田県育英会     
  上記⑥の奨学金   在学している各高校 

 

 秋田県育英会の学生寮があります。本県出身で東京近郊の大学や専修学校に通学する学生

が対象です。 
 ・男子寮「東京寮」    ：東京都世田谷区北沢 1-41-22 
 ・女子寮「ビューリー千秋」：神奈川県川崎市中原区宮内 4-31-5 

 

 

◆ 問い合わせ先 
  公益財団法人秋田県育英会（秋田市山王 4-1-2 秋田地方総合庁舎５階） 
  電話 018－860－3552 
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４ 一時的な保育のサポート              

 
 秋田市ファミリー・サポート・センター  
 お子さんを預かってほしいかた（利用会員）とお子さんを預かるかた（協力会員）か 
らなる会員制の相互援助活動です。※事前登録が必要です。 
 
◆ 相互援助活動の例 
  ・仕事で保育園等へのお迎えが間に合わない 
  ・習い事、PTA、通院、求職活動、買物等があるため、一時的に預かってほしい 
  ・子どもの熱は下がったけど、登園禁止期間のため病児預かりをしてほしい 
                                     など 
◆ 対象（利用会員） 

18 歳に達する日以後の最初の 3 月 31 日までのお子さんがいるご家庭 
◆ 利用料金    

時間帯 単位 料金 
基 本 
早 朝 ・ 夜 間 
宿 泊 
病児の預かり 

（  6：00～22：00） 
（  6：00～22：00 以外の時間帯） 
（ 22：00～ 6：00） 
（  6：00～22：00） 

１時間 
１時間 
１ 泊 
１時間 

600 円 
800 円 

5,000 円 
800 円 

※利用料金の半額について助成が受けられます。詳しくは下記までお問い合わせください。 
◆ 問い合わせ先 
  秋田市ファミリー・サポート・センター（子ども未来センター内） 
  電話   018－887－5336 
  受付時間 平日 ９時～18 時 土曜 ９時～17 時 
       ※日・祝日および年末年始（12/29～1/3）はお休み 
 

 病児・病後児保育  
 保育所などに通っているお子さんが、病気中または病気の回復期であって安静が必要 
なときや、集団保育ができないときに各施設でお預かりします。 
 利用料など詳しくは、各施設にお問い合わせください。 
◆実施施設 

実施施設 住所 電話番号 対象児童 利用時間 
市立秋田総合病院 
病児保育園あすなろ 

秋田市川元山下町７-10 018-883-1520 ０歳～小学生で 
病気中の 
お子さん 

7：00～18：00 
(土日・祝日、年末年始を除く) 

中通総合病院 

病児保育室 

秋田市南通みその町 3-15 
 

018-833-1122  8：00～18：00 

(土日・祝日、年末年始を除く) 

ビーンズ保育園 
病児保育室 

秋田市保戸野八丁２-９ 

 

018-853-7166 生後3か月～小

学３年生 
までの病気中

のお子さん 

８：00～1９：00 
(土日・祝日、お盆（8/13～8/15）

年末年始を除く) 

あきた保育園 秋田市南通築地 2-6 018-833-4614 ０歳～小学生で 
病気の回復期に 
あるお子さん 

 

各施設にお問い合わせ

ください 

 
あおぞら幼保連携型

認定こども園 
秋田市仁井田字仲谷地 284  

 

018-839-5375 

 

幼保連携型認定こど

も園ナーサリーふじ 
秋田市飯島西袋 1-1-3 018-893-5880 
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 デイケア  
 保育看護の専門スタッフがお子さんをお預かりします。 
 病院受診、家族の看護、休日就労、リフレッシュ等の理由で利用できます。 
 
◆ 対象 
  生後１か月健診受診後から 4 歳未満の健康なお子さん  
  ※服薬中の場合はお預かりできません。 
 
◆ 利用時間および休業日 
  7：00～19：00 （12/31～1/3 および行事開催日等を除く） 
 
◆ 利用料 

利用日 保育料 備考 
平日 

 
３時間まで 
３時間以上 

1,500 円 
2,500 円 

・食事代（ミルク、昼食）は保育料に含む。 
 おやつ代は無料 
・早朝･夜間加算料金 7:00～8:00 および 
 18：00～19:：00 の時間帯の利用はそれぞれ 500 円の加算 

土・日・祝日 
12/29･12/30･1/4･1/5 

３時間まで 
３時間以上 

2,000 円 
3,000 円 

   
◆ 持ち物 
  おむつ・着替え・印鑑・母子健康手帳（初回のみ）・おしゃぶり・おもちゃなど 
 
◆ 申込受付  
  利用日の１か月前から受け付けます。空きがあれば当日受付可。 
   ※入所児童等の状況によりお受けできない場合もあります。 
   ※感染症の感染拡大防止のため、当面の間、受け入れを中止しております。 

最新の情報はＨＰでご確認いただくか、お電話でお問い合わせください。 
◆ 問い合わせ先 
  秋田赤十字乳児院（秋田市広面字釣瓶町 100-3） 電話 018－884－1760 
  URL：http://akita-nyuji.jrc.or.jp 
 

 ショートステイ  
 
 保護者のかたが、疾病、冠婚葬祭、出張、育児疲れ等の理由により、一時的にお子さ 
んの養育ができない場合に、児童養護施設等でお預かりします。 
 子ども総務課で利用調整を行いますので、まずはご連絡ください。 
 
◆ 対象者  
  生後１か月児から小学校３年生まで  ※服薬中の場合はお預かりできません。 
   
◆ 利用日数  月７日以内 
 
◆ 利用料 

区  分 ２歳未満児 ２歳以上児 
  生活保護世帯 
  ひとり親で市民税非課税世帯 

 
0 円 

 
0 円 

  市民税非課税世帯（養育者世帯を含む） 
  ひとり親で市民税課税世帯 

 
1,100 円 

 
1,000 円 

  一般世帯  
10,700 円 

 
5,500 円 

  

施設一覧は 
次頁にあります  
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◆実施施設 
実施施設 住所 電話番号 対象児童 

秋田赤十字乳児院 
（乳児院） 

広面字釣瓶町 100-3 

 

018-884-1760 

 

０歳～３歳 11 ヶ月 
※１ヶ月検診終了後   

感恩講児童保育院 
（児童養護施設） 

寺内神屋敷２番１号 

 

018-845-0483 

 

 
 

２歳～小学３年生 

 

 

 

聖園天使園 
（児童養護施設） 

保戸野すわ町１番５８号 

 

018-838-1043 

 

秋田わかばハイム 
（母子生活支援施設） 

南通築地２番６号 

 

018-832-3624 

 

 

◆ 問い合わせ先 
  子ども総務課 給付・支援担当（２階 46 番窓口） 018－888－5690 
 
 

 トワイライトステイ  
   
 保護者の仕事が恒常的に夜間にわたるような場合、小学生のお子さんを母子生活支援 
施設でお預かりし、生活指導を行います。 
 ※事前登録が必要です。 
 
◆ 対象者 
  小学１年生から６年生まで 
 
◆ 利用料 

区  分 平日 休日 
  生活保護世帯 
  ひとり親で市民税非課税世帯 

 
０円 

 
０円 

  市民税非課税世帯（養育者世帯を含む） 
  ひとり親で市民税課税世帯 

 
300 円 

 
350 円 

  一般世帯 1,500 円 2,700 円 

 

◆ 実施施設 
施設名 住所 電話番号 利用時間 

秋田婦人ホーム 
 （母子生活支援施設） 

楢山古川新町 41-2 

 

０18-831-1467 

 

平日：放課後～22：00 
休日(土日祝・学校休校日) 
  ：8：00～22：00 

 
秋田聖徳会若草ハイム 
 （母子生活支援施設） 

川元小川町 1-4 

 

018-823-1208 

 

 
◆ 問い合わせ先 
  子ども総務課 給付・支援担当（２階 46 番窓口） 018－888－5690 
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５ 就職・転職・資格取得をサポート           

 

 公共職業安定所（ハローワーク）  
   
 ハローワークでは、求人情報提供、専門の相談員による就職相談・支援、雇用保険失 
業給付の手続きなどを行っています。 
 マザーズコーナーには、キッズコーナーを設置しています。 
 キッズコーナーの利用は平日の 9:00～17:00 です。 

名称 所在地 電話番号 開庁時間 
 
ハローワーク秋田 

 

 
茨島一丁目 12 番 16 号 

 

 
0 1 8 - 8 6 4 - 4 1 1 1 

 

 
月～金 8：30～17：15 

 

ハローワークプラザア

トリオン 
マザーズコーナー 

 

中通二丁目 3 番 8 号 
アトリオン３Ｆ 
ハローワークプラザ内 

 

 
0 1 8 - 8 3 6 - 7 8 2 0 

0 1 8 - 8 3 6 - 9 0 0 1 

 

火木  9：00～18：30 
月水金 9：00～17：15 
第 2・4 土曜 
    10：00～17：00 

 ※土曜、日曜、祝祭日および年末年始（12/29～1/3）を除きます。 
 

 職業訓練  
 
 就職希望者を対象とした職業訓練です。ＩＴ技能・ＯＡ技能・製造関連技術・経理・ 
介護系・保育士・美容師・栄養士等などの内容を２か月～２年のコースで学びます。 
 詳しくはお問い合わせください。 
 

 問い合わせ先 
  ハローワーク秋田（茨島一丁目 12-16） 電話 018－864－4111（音声案内 41#） 
 

 求職者支援制度  
 
 雇用保険を受給できないかたが、職業訓練によるスキルアップを通じて早期就職を実 
現するために職業訓練受講給付金を支給する等支援する制度です。 
 詳しくはお問い合わせください。 
 

 問い合わせ先 
  ハローワーク秋田（茨島一丁目 12-16） 電話 018－864－4111（音声案内 41#） 
 

 就業支援講習会  
   
 ひとり親家庭の親を対象に、パソコン・経理事務・介護職員初任者研修・調理師 
試験対応講習等の、修業に役立つ技能習得講習会を開催しています。 
   
◆ 問い合わせ先 
  秋田県ひとり親家庭就業・自立支援センター 018－896－1531  
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 自立支援教育訓練給付金  
   
 ひとり親家庭の親が、就職やキャリアアップのために教育訓練講座を受講した場合に、
受講料の一部を支給します。事前相談および受講前の講座指定申請が必要です。 
 
◆ 対象者 
  秋田市在住のひとり親家庭の親(20 才未満の子を養育)で、次の要件すべてを満たすかた 
  ・児童扶養手当の支給を受けている又は同等の所得水準にあるかた 
  ・教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められるかた 
  ・過去に当該給付金を受給したことがないかた 
 
◆ 対象講座                                                  
  厚生労働大臣指定教育訓練講座 
    
◆ 支給額 
  受講修了後、受講に要した費用の６割を給付 
  上限 20 万円、１万２千円を超えない場合は支給されません。 
  ※雇用保険法による一般教育訓練給付が支給される場合は、上述支給額との差額を支給します。 
 
◆ 問い合わせ先 
  子ども総務課 給付・支援担当（２階 46 番窓口） 018－888－5690 
 

 高等職業訓練促進給付金  
  
 ひとり親家庭の親が、専門学校や大学等の養成機関で修業する（原則通学）場合に、 
生活の負担の軽減を図るため、毎月一定額の給付金を支給します。 
 申請前に事前相談が必要です。 
 ※資格取得への意欲や能力、収入、生活状況等を調査し、必要と認められた場合のみ支給されます。 
 
◆ 対象者 
  秋田市在住のひとり親家庭の親(20 才未満の子を養育)で、次の要件すべてを満たすかた   
・児童扶養手当の支給を受けている又は同等の所得水準にあるかた 
  ・1 年以上のカリキュラムのある養成機関で修業し、資格取得が見込まれるかた 
  ・就業又は育児と修業の両立が困難であると認められるかた 
  ・過去に当該給付金を受給したことがないかた 
 
◆ 対象資格 
  看護師・介護福祉士・社会福祉士・保育士・作業療法士・歯科衛生士 など 
 
◆ 支給期間および支給額（月額） 
  上限 48 月（４年間） 
  ・市民税非課税世帯 100,000 円 ・市民税課税世帯 70,500 円 
  ※課程修了の最後の 12 ヶ月は、非課税世帯 140,000 円、課税世帯 110,500 円 
 
◆ 問い合わせ先 
  子ども総務課 給付・支援担当（２階 46 番窓口） 018－888－5690 
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 高等職業訓練促進資金貸付事業  
  
◆ 対象者 
  秋田県内の各自治体が実施する「高等職業訓練促進給付金」の受給者（※前ページ参照） 
                  
◆ 資金の種類と貸付額 
  ①入学準備金 500,000 円以内 
  ②就職準備金 200,000 円以内 
  ※連帯保証人がいる場合は無利子。いない場合は有利子（年 1.0%） 
 
◆ 返還免除 
  養成機関を修了し、かつ資格取得した日から１年以内に秋田県内で就職し、引き続 
 き５年間業務に従事した場合は、貸付金の返還を免除します。 
  取得した資格が必要な業務に従事した場合に限ります。  
 
◆ 問い合わせ先 
  秋田県社会福祉協議会 地域福祉担当 018－864－2714 
  

 高等学校卒業程度認定試験合格支援事業  
   
 ひとり親家庭の親および児童が、高等学校卒業程度認定試験の合格を目指す場合に、 
民間事業者などが実施する対象講座を受講した場合の受講費用の一部を助成します。 
※事前相談および受講前の講座指定申請が必要です。 
◆ 対象者 
  秋田市に住所を有するひとり親家庭の親又はひとり親家庭の 20 歳未満の児童で、 
 次のすべての要件を満たすかた 
  ・ひとり親家庭の親が、児童扶養手当の支給を受けている又は同等の所得水準にある 
  ・高卒認定試験に合格することが、適職に就くために必要であると認められるかた 
  ・過去に当該給付金を受給したことがないかた 
◆ 対象講座 
   高卒認定試験の合格を目標とする講座（通信制講座を含む）で、市長が適当と認 
  めたもの 
◆ 種類と支給額 
 １ 受講開始時給付金 
   対象講座の受講のために本人が支払った費用の３割 
   ※上限 7 万 5 千円、4 千円を超えない場合は支給されません。 
 ２ 受講修了時給付金 
   対象講座の受講のために本人が支払った費用の 4 割 
   ※上限 10 万円、４千円を超えない場合は支給されません。 
 3 合格時給付金 
   対象講座の受講のために本人が支払った費用の 2 割 
   ※受講開始時給付金、受講修了時給付金、合格時給付金と併せた上限が 15 万円 
  ※受講修了の日から２年以内に全科目合格した場合に給付。  
    
◆ 問い合わせ先 
  子ども総務課 給付・支援担当（２階 46 番窓口） 018－888－5690    



 - 18 -

６ 住まいに関するサポート              

 

 市営住宅  
 
 次に該当する住宅困窮者は、同じタイプの住戸を２戸以上募集している住宅に申し込ま
れた場合、当選確率を２倍に引き上げます。 
 
  ●母子、父子世帯 
   （配偶者のいない者等で現に 20 歳未満の子を扶養している者の世帯） 
  ●多子世帯 
   （18 歳未満の子を３人以上扶養している者の世帯） 
  ●ＤＶ被害者のかた 
   （配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第１条第２項に定める者） 
  ●犯罪被害者のかた 
   （平成 17 年 12 月 26 日付け国住総第 137 号に定める犯罪被害者）（ＤＶ被害者除く） 
  ●高齢者世帯 
   （申込者が 60 歳以上の方で配偶者、60 歳以上の親族または１８歳未満の親族のみからなる世帯） 
  ●心身障がい者世帯 

（身体障害者手帳１～４級所持者、精神障害者手帳１～２級所持者、療育手帳所持者がいる世帯） 
 
◆ 問い合わせ先  
 １ 申込方法、入退去、修繕、納付相談、住宅に関する相談、世帯異動届出等に関す 
   ること 
   一般財団法人秋田県建築住宅センター（秋田アトリオンビル５階） 
                             018－836－7850 
 ２ 使用料の納付、減免、車庫証明に関すること 
   住宅整備課 市営住宅担当（市庁舎４階４－４番窓口） 018－888－5770 
 

 県営住宅    （秋田県内） 
   
◆ 問い合わせ先 
  一般財団法人秋田県建築住宅センター（秋田アトリオンビル５階） 
                             018－836－7850 

 母子生活支援施設  
 
 18 歳未満の子どもを養育している母子家庭の母が、子どもと一緒に入所できる児童 
福祉施設です。 
 入所した世帯は、自立に向けた生活支援等のサポートを受けることになります。 
 負担金は市県民税課税状況によって異なります。まずはご相談ください。 
 
◆ 対象施設 

施設名 住所 電話番号 
秋田婦人ホーム 楢山古川新町 41-2 018-831-1467 
秋田わかばハイム 南通築地２-６ 018-832-3624 
秋田聖徳会若草ハイム 川元小川町 1-4 018-823-1208 

◆ 問い合わせ先 
  子ども総務課 給付・支援担当（２階 46 番窓口） 018－888－5690 
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７ 支援団体                      

 

 秋田県ひとり親家庭就業・自立支援センター  
 
 ひとり親家庭のお母さん、お父さん等へ就業・養育費等の相談を行い、ひとり親家庭の
自立を支援します。 
                                   
◆ 支援内容 
 １ 養育費相談  養育費・面会交流・離婚前等の相談 
          弁護士の無料法律相談 
           
  ２ 就業相談   就業に関する相談 
           登録者への求人情報の提供 
 
 ３ 講習会    パソコン講習会、経理事務講習会、介護職員初任者研修講習、 

調理師試験対応講習、就職活動支援セミナー ※一部託児あり 
 
   
◆ 利用時間 
  平日／８：３０～１７：００ 
   ※養育費に関する相談は予約により土・日も対応します。 
 
◆ 問い合わせ先 
  秋田市旭北栄町１番５号  
  秋田県社会福祉会館５階 
  電話番号 018－896－1531 
  E-mail 
jiritusien@blue.ocn.ne.jp 
  HP  http://akita-boshi.jp ▶▶▶ 
 
 

 秋田市母子寡婦福祉連合会  
 
 ひとり親家庭や寡婦のかたが会員となり、ひとり親家庭のお母さん同士が地域との連 
携を深め、生活安定と向上のために様々な活動を行っています。 
 会員数 約 210 名。 
 入会、その他詳しいことについては、直接お問い合わせください。 
   
◆ 主な活動 
   ・ひとり親家庭児童への学習支援 ・パソコン講習会   ・経理事務講習会 
   ・介護職員初任者研修講習会    ・調理師試験対応講習会 
   ・各種手続きのサポートや相談    ・貸付金制度 など 
 
◆ 問い合わせ先 
   秋田市八橋南一丁目８番２号 秋田市老人福祉センター内 
   電話番号：018－866－1341 
 

弁護士相談 
1時間： 無料 

親子の 
交流活動も 
しています 
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 母子父子寡婦福祉資金貸付制度  
 ひとり親家庭および寡婦の経済的自立と生活の安定、児童福祉の向上を目的とした制 
度です。 
 申請から貸付けまでの審査に１～２ヶ月かかる場合もあります。 
 まずは、お早めにご相談ください。 

（令和５年４月１日現在） 

 種 類       貸付対象等          貸付金額の限度        据置期間   償還期限  

就学支度 
資金 

※１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
就学・修業するために

必要な被服等の購入の

ための資金。 
 
※小中学校は経済的に 

困窮していると認め 

られるかた 

 

 

 

 

 

 

 

小学校      64,300 円 中学卒業後 
６ヶ月 

20 年以内 
専修学校 
（一般課程） 
５年以内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中学校      81,000 円 
専修学校（一般課程） 
公立高等学校 
専修学校（高等課程） 

160,000 円 

卒業後 
６ヶ月 

 

 

 

 

 

 

 

 

私立の高等学校 
専修学校（高等課程） 

   420,000 円 
国公立の大学、短期大学 
高等専門学校 
専修学校（専門課程） 

     420,000 円 
私立の大学、短期大学、 
高等専門学校、専修学校 

     590,000 円 

知識技能を習得させる

施設であって厚生労働

大臣が定める修業施設

へ入所するために必要

な資金 

 
 
 

282,000 円 

 

知識技能習得

期間満了後 
６か月 

 

 

５年以内 

 

 

 

修学資金 
※１ 

 

 

高校・大学等に就学さ

せるための授業料等に

必要な資金 

 

※次頁「修学資金限度額一覧表」 

をご覧ください。 

 

 

卒業後６か月

を経過するま

で 

 

20 年以内 
専修学校 
（一般課程） 
５年以内 

技能習得 
資金 

 

知識や技能を習得するた

めに必要な授業料、材料

費等の資金 

月額68,000円 
特に必要と認めた場合は 

816,000 円 

習得期間満了

後1 年を経過

するまで 

 

 

 

20年以内 

 

 

修業資金 
※１ 

 

就職するために必要な

知識技能を習得するた

めに必要な資金 

月額68,000 円 
特に必要と認めた場合は 

460,000 円 

20 年以内 

 

 

就職支度 
資金 

 

就職するために直接必要

な被服等。 

 

105,000 円 
自動車購入の場合は 

340,000 円 

貸付の日から

1年間 

 

６年以内 

 

 

  ■上記※１の資金は合格前の申請も受け付けています。 
  ■上記のほか、事業開始資金、事業継続資金、医療介護資金、生活資金、住宅資金、 
   転宅資金があります（資金種類によっては、年１％の利子がかかります） 
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 ◆修学資金限度額一覧（月額） 
単位：円 

学校等種別 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 

高等学校 

専修学校 

（高等課程）

国公立 自 宅 27,000 27,000 27,000    

  自宅外 34,500 34,500 34,500    

私 立 自 宅 45,000 45,000 45,000    

  自宅外 52,500 52,500 52,500    

高等専門 

学校 

国公立 自 宅 31,500 31,500 31,500 67,500 67,500 

  自宅外 33,750 33,750 33,750 76,500 76,500 

私 立 自 宅 48,000 48,000 48,000 98,500 98,500 

  自宅外 52,500 52,500 52,500 115,000 115,000 

専修学校 

（専門課程）

国公立 自 宅 67,500 67,500    

  自宅外 78,000 78,000    

私 立 自 宅 89,000 89,000    

  自宅外 126,500 126,500    

短期大学 国公立 自 宅 67,500 67,500    

  自宅外 96,500 96,500    

私 立 自 宅 93,500 93,500    

  自宅外 131,000 131,000    

大学 国公立 自 宅 71,000 71,000 71,000 71,000  

  自宅外 108,500 108,500 108,500 108,500  

私 立 自 宅 108,500 108,500 108,500 108,500  

  自宅外 146,000 146,000 146,000 146,000  

大学院（修士課程） 132,000 132,000    

大学院（博士課程） 183,000 183,000 183,000   

専修学校（一般課程） 52,500 52,500    

 
◆必要書類 

 １ 貸付申請書（窓口でお渡しします） 
 ２ 同意書  （窓口でお渡しします） 
 ３ 戸籍謄本（母又は父および児童又は子の関係がわかるもの） 
 ４ 住民票（連帯借受人が別世帯の時はそれぞれ必要となります） 
 ５ 母又は父および連帯保証人の収入を明らかにする書類 
 ６ 生活費収支内訳 
 ７ 資金の種類に応じて必要な書類 
 ８ その他借受人等の状況や申込みの内容により必要な書類 
 
◆ 問い合わせ先 
  子ども総務課 給付・支援担当（２階 46 番窓口） 018－888－5690 



 - 22 -

 関係機関一覧                            

 

名称 電話番号  ( )内主な業務 所在地 
秋田市子ども未来部 

子ども総務課 

 

018-888-5690 
018-888-5689 
018-888-5691 

（児童扶養手当等） 
（児童手当） 
（福祉医療） 

 
秋田市山王 1-1-1 
市役所庁舎２階 

 

 
子ども育成課 

 

018-888-5692 

 

（保育園・幼稚園） 

 

子ども健康課 

 

018-883-1174 
018-883-1175 

（母子保健） 
（ネウボラ） 

秋田市八橋南 1-8-3 
秋田市保健所２階 

子ども未来センター 
 
 
  

 

018-887-5340 
018-887-5339 
018-887-5698 
018-887-5336 
018-884-3868 

 
（子ども家庭相談） 
（女性の悩み相談） 
（ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰ） 
（わかくさ相談） 

 
秋田市東通仲町 4-1 

アルヴェ５階 

 

 

秋田市福祉保健部 
福祉総務課 

018-888-5659 
018-888-5661 

（生活支援） 
（民生委員） 

 

市役所庁舎１階 
市役所庁舎２階 

秋田市教育委員会 
学事課 

018-888-5806 

 

（就学援助） 

 

市役所庁舎５階 

 

秋田市社会福祉協議会 

 

018-838-6477 

 
 

 

秋田市八橋南 1-8-2 

 

秋田県社会福祉協議会 

 

 

018-864-2712 
018-864-2714 

（災害遺児愛護） 
（高等職業貸付）  

秋田市旭北栄町 1-5 

 

秋田県子ども・女性・

障害者相談センター 

 

018-827-5200 
018-832-2534 

（児童相談所） 

（女性相談所） 

秋田市手形住吉町 3-6 

 
 
 

 

ひとり親家庭のための応援ハンドブック 
令和５年 月発行 

 
秋田市子ども未来部 子ども総務課（市庁舎２階） 

〒010-8560  秋田市山王一丁目１番１号 
TEL：０１８－８８８－５６９０ 
FAX：０１８－８８８－５６９３ 

E-mail  ro-chbs@city.akita.lg.jp 

 

 このハンドブックの内容は、秋田市ホームページ内の子ども総務課のページにも掲載しています。 
                                              （ページ番号 1016303） 


